
第２　公的統計の整備に関する事項 第２　公的統計の整備に関する事項

・ 社会保障費用統計の改善

・ 国勢調査の改善

・ 国民生活基礎調査の改善

・ 人口動態調査の改善

・ 学校基本調査の改善

・ 学校保健統計調査の改善（審議未了）

・ 社会教育調査の改善

・ 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査の改善

・ 労働力調査の充実

・ 労働統計の改善（労働力統計と毎月勤労統計）

・ 統計調査における労働者の区分等に関するガイドラインの適用・改善

・ 船員労働統計調査の改善

・ 賃金構造基本統計調査の改善

・ 就業構造基本調査の充実

現行基本計画

基本計画部会国民生活・社会統計ワーキンググループ（第２ＷＧ）　審議結果報告の構成(案)

次期基本計画の「基本的な考え方」

（1）　社会保障全般に関する統計の整備

３　人口・社会、労働関連統計の整備

（1）　統計の精度向上等を目指した人口・社会統計の整備

３　人口・社会、労働関連統計の整備

（2）　人口減少社会やワーク・ライフ・バランスに対応した統計の整備

（3）　教育をめぐる状況変化等に対応した統計の整備

（4）　企業活動の変化や働き方の多様化等に対応した労働統計の整備

（2）　社会情勢の変化に対応した教育関連統計の整備

（3）　雇用環境の変化に対応した労働統計の整備
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